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 この介護予防型通所サービス重要事項説明書は、合同会社信美（以下、「信美」とします）

が開設するハッピーデイサービスかもん（以下、「当事業所」とします）が、お客様に介護

予防型通所サービス（以下、「本サービス」とします）を提供するにあたり、お客様やその

ご家族に対し、信美及び本事業所の事業運営規定の概要や勤務体制等、お客様のサービスの

選択に資すると認められる重要事項を記載したものです。 

 

第 1条（本サービスの目的及び運営の方針） 

  当事業所は、要支援状態にあるお客様に対し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等

を行うことにより、お客様の心身機能の維持及び社会的孤立感の解消を図り、お客様が

その有する能力に応じて、可能な限りその居宅において自立した生活を営む事ができ

るよう、また、お客様のご家族の身体的・精神的負担軽減を図れるよう支援することを

目的とし、本サービスを提供します。 

 

第 2条（基本理念） 

  当事業所は、次に揚げる基本理念に基づき事業を運営するものとします。 

1. お客様の心身の状況、希望及び置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、また、

当該目標を達成するための具体的なサービス内容などを記載した介護予防型通所サー

ビス計画を作成し、その計画に基づき、お客様の機能訓練及びその他お客様が日常生活

を営む事ができる必要な援助を行います。 

2. 介護予防型通所サービスの提供にあたっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、サービス

の提供方法などに関して、お客様及びその家族に対して、理解しやすいように説明を行

います。 

3. 常にお客様の心身の状況を把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練、その他必要

なサービスをお客様の希望に沿って適切に提供します。 

4. 従業者の研修を行い、提供するサービスの質について常にその改善を努め、介護技術の

進歩に対応した適切な介護技術をもってサービスの提供を行います。 

 

第 3条（実施手順に関する具体的方針） 

  当事業所は、次に揚げる具体的方針に基づき本サービスを実施するものとします。 

1. サービスの提供の開始にあたり、お客様の心身状況の把握に努めます。 

2. 個々のサービスの目標、内容、実施期間を定めた介護予防型通所サービス計画を作成し

ます。 

3. 居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画に沿って介護予防型通所サービス

計画を作成します。 

4. 介護予防型通所サービス計画の作成後、介護予防型通所サービス計画の実施状況の把握

（モニタリング）を行います。 

5. モニタリング結果を居宅介護支援事業者へ報告します。 

6. 機能訓練、生活機能向上、栄養改善または口腔機能の向上については、国内外の文献な

どにおいて有効性が確認されている等の適切なものとします。 

7. サービスの提供にあたり、安全管理体制を確保します。 
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第 4条（会社概要） 

1. 法人名称  ：合同会社信美 

2. 法人所在地 ：福岡市早良区次郎丸 4丁目 5番 60号 

3. 代表番号  ：092-873-8320 

4. 代表者氏名 ：迫田美江 

5. 設立    :平成 28年 3月 

6. 実施事業  ：通所介護事業・介護予防型通所サービス事業 

 

第 5条（本サービスを提供する事業所） 

1. 提供サービスの種類と地域 

本事業所の名称 

所在地 

電話番号 

ハッピーデイサービスかもん 

〒811-1101   福岡市早良区重留 6丁目 14番 29号 

092-836-8373 

指定事業所番号 

通所介護 

介護予防通所介護 

 

 

利用定員 19人  

通常の事業の実施地域 福岡市早良区・西区・城南区 

備考  

＊当事業所の設備については、併設する通所介護事業の設備と供用するものとします。 

 

2.営業時間等 

営業日 月・火・水・木・金・土・祝日 

営業時間 午前 8時 30分～午後 5時 30分 

休業日 日曜日 4/4～4/6 8/13～8/15 12/30～1/3 

備考  

＊居宅サービス計画書により、営業時間外であってもサービスを提供する場合があります。 

 

2. 当事業所の従業者体制（2023年 12月 1日現在） 

 常勤 非 常

勤 

計 資格等 兼務の有無 

管理者 1人  1人 介護支援専門員・介護福祉士 生活相談員 

生活相談員 2人  2人 社会福祉主事 管理者 

介護職員 2人 2人 4人 介護福祉士  

看護師  3人 3人 看護師・准看護師  

機能訓練指導員 1人  1人 按摩マッサージ師  

＊上記従業者については、併設する通所介護事業の従業者と兼ねるものとします。 
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4.前項の従業者の職務内容は次のとおりです。 

（1）管理者は、当事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行うものとし、厚生労働省令

に定められた通所介護及び介護予防型通所サービス等の人員、設備及び運営に関する基準、

都道府県又は市区町村が条例で定める基準（以下、「基準等」とします）を遵守させる為に

必要な指揮命令を行います。 

（2）生活相談員は、お客様及びその家族からの心身、生活及び当該介護予防型通所サービ

スに関する内容等の相談に対応し、相談者の精神的負担の軽減を促すと共に、お客様が、よ

り快適に本サービスを受けられるよう援助し、生活指導を行います。 

（3）介護職員は、健康チェックや、レクリエーション等、介護予防型通所サービス全般に

わたる（他の職種が担当する職務内容を除く）お客様への介護・支援を行います。 

（4）看護師は、健康管理や健康指導の他居宅サービス計画及び介護予防通所介護計画に基

づく看護を行います。 

（5）機能訓練指導員は、身体機能訓練を実施・指導し、お客様が日常生活を営むのに必要

な身体機能の減退の予防に努めます。 

 

第 6条（サービス内容） 

1. 当事業所は、介護保険法で定める本サービスを実施します。なお、居宅サービス計画が

作成されている場合は、当該計画の内容に沿って本サービスを実施します。 

2. お客様は、当事業所に日帰りで通い、主として以下のサービスの提供を受けることがで

きます。 

（1）健康チェック   ：体温・血圧・脈拍の測定等 

（2）レクリエーション ：集団的に行うレクリエーション活動や日常生活動作訓練等 

（3）機能訓練     ：筋力増強訓練やリラクゼーション等 

（4）食事       ：昼食やおやつの提供 

（5）相談対応     ：お客様やそのご家族の生活相談等の対応 

（6）入浴       ：安全な入浴の提供 

（7）送迎       ：お客様の自宅玄関から本事業所までの送迎 

（8）その他      ：その他必要な日用生活上の世話等 

 

第 7条（従業者） 

1. 従業者とは、お客様に本サービスを提供する当事業所の従業者であり、管理者・生活相

談員・介護職員・看護師・機能訓練指導員が該当します。 

2. 当事業所は、基準等に基づいて人員体制を整備し、お客様に対して本サービスを提供し

ます。 

 

第 8条（本サービス実施に関する留意事項） 

1. 当事業所では、金銭授受の取り扱いを以下のようにさせていただきます。ご不明の点が

ございましたら当事業所までご連絡下さい。 

（1） サービス提供上必要な場合を除きまして、お客様の現金をお預かりすることはでき

かねますのでご了承ください。 
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（2） お客様の預金通帳・キャッシュカード等をお預かりすることはできかねますのでご

了承ください。 

2.お客様は、他のお客様が適切なサービスの提供を受けるための権利・機会などを侵害する

ことはできません。 

 

第 9条（利用料金） 

1. 本サービスの基本料金は次のとおりです。（非課税となります） 

≪ハッピーデイサービスかもん 料金表≫  

介護予防型通所サービス 

要介護等の区分 利用料金 

通所型独自サービス 11 （1798 単位）/月     1879 円/月 

通所型独自サービス 11 日割 （  59 単位）/日      62 円/日 

通所型独自サービス 12 （3621 単位）/月     3784 円/月 

通所型独自サービス 12 日割 （ 119 単位）/日      124 円/日 

通所型独自サービス／212 （1798 単位）/月     1879 円/月 

通所型独自サービス／212 日割 （  59 単位）/日      62 円/日 

通所型独自サービス 21 （ 436 単位）/回      456 円/回 

通所型独自サービス 22 （ 447 単位）/回      467 円/回 

通所型独自サービス／222 （ 436 単位）/回      456 円/回 

通所型独自サービス提供体制加算Ⅰ1 （  88 単位）/月      92 円/月 

通所型独自サービス提供体制加算Ⅰ2 （ 176 単位）/月      184 円/月 

通所型独自サービス提供体制加算Ⅱ1 （  72 単位）/月      75 円/月 

通所型独自サービス提供体制加算Ⅱ2 （  144 単位）/月      150 円/月 

通所型独自サービス提供体制加算Ⅲ1 （  24 単位）/月      25 円/月 

通所型独自サービス提供体制加算Ⅲ2 （  48 単位）/月      50 円/月 

通所型独自サービス処遇改善加算Ⅰ     所定単位数（＊）× ９．２％ 

通所型独自サービス処遇改善加算Ⅱ 所定単位数（＊）× ９．０％ 

通所型独自サービス処遇改善加算Ⅲ 所定単位数（＊）× ８．０％ 

通所型独自サービス処遇改善加算Ⅳ 所定単位数（＊）× ６．４％ 

通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ  

（1）～（14） 所定単位数（＊）× ８．１％～３．３％ 
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2.居宅サービス計画に位置付けられているサービスに関しては、本条第 1項及び第 2項の

料金のお客様の負担割合に応じた額をお支払いいただきます。（法定代理受領）。ただ

し、介護保険の給付の範囲を超えた分に関しましては、全額自己負担となります。 

 ＊介護保険被保険者であるお客様が、居宅サービス計画に基づき介護保険サービスを受

けた場合、保険者がお客様に代わって利用料（お客様自己負担分を除く）を直接事業

者に支払うことを法定代理受領といいます。 

 

第 10条（交通費） 

 第 5条第 1項に記載されている「通常の事業の実施地域」にお住まいの方は無料です。 

それ以外の地域にお住いの方は、第 5条第 1項に記載されている「通常の事業の実施

地域」を超えた地点から、お客様の居宅までの往復距離について交通費（非課税）を

負担していただくことになり、その詳細は下表に記載しているとおりです。なお、

「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」を算定するお客様については、

当該交通費をいただきません。 

移動手段 負担していただく交通費 

送迎車 1キロあたり 15円（非課税） 

 

第 11条（その他お客様の実費負担の対象となるもの） 

 第 9条及び第 10条に定める料金のほか、次の料金をお支払いいただきます。 

種類 基準額 備考 

昼食代 300円 （非課税） 1回あたり 

おやつ代 150円 （非課税） 1回あたり 

昼食代とおやつ代 300円 （非課税） 1回あたり 

弁当代（御飯なし） 350円 （非課税） 1回あたり 

弁当代（御飯あり） 400円 （非課税） 1回あたり 

お客様の希望によって、身の回

り品もしくは日常生活に必要な

ものを提供する場合 

  

実費 

 

 

行事活動費等 

備考   

 

第 12条（キャンセル） 

1. お客様の都合によりサービスのキャンセルをした場合は、下表の料金（非課税）を

いただきます。 

サービス利用日の当日の 8：00までのご連絡 無料 

サービス利用日の当日の 8：00以降のご連絡 無料 

2. キャンセルのご連絡は、次の「キャンセルの連絡先（092-836-8373）」に限らせてい

ただきます。    
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第 13条（お支払い方法） 

1. 前月のサービスご利用分に関するお客様負担金を、当事業所が定めるサービスご利

用月の翌月の末日までにお支払いいただきます。 

2. お支払方法は、当事業所従業者が送迎時にお預かりをいたします。 

第 14条（秘密保持及び個人情報の保護） 

1. 当事業所及びその従業者は、業務上知り得たお客様及びそのご家族様の秘密及び個

人情報等について、守秘義務を遵守し個人情報を適切に取り扱い、関連機関等と連

携を図る等正当な理由がある場合以外には開示しません。 

2. 当事業所は、そのサービス提供上知り得たお客様及びそのご家族などの秘密及び個

人情報などについて、その守秘義務が守られるよう必要な措置を講じます。その守

秘義務は、就業中はもとより退職後も同様とします。 

 

3. 当事業所及びその従業者は、必要な範囲においてお客様及びそのご家族様などの個

人情報を取り扱いいたします。なお、お客様及びそのご家族などの個人情報の取扱

いに関して、文書により別途同意を得るものとします。 

 

第 15条（サービス相談窓口・苦情受付窓口・及び対応の流れ） 

1. （受付）当事業所の苦情受付担当者は、お客様及びそのご家族等からの相談・苦情

に対して電話・面接・書面にて随時受付いたします。また、相談・苦情を受けた担

当者は相談・苦情の内容及び要望を把握し、その内容を申出人に確認いたします。 

（苦情受付担当 迫田祐真 受付時間 8：30～17：30 電話番号 092-836-8373） 

2. （報告・確認）当事業所の苦情受付担当者は、受け付けた苦情をすべて責任者へ報

告いたします。（責任者 迫田美江） 

3. （苦情解決について）当事業所の苦情受付担当者は、申出人との話し合いによる解

決に努めます。苦情内容、話し合いの結果や改善事項等は書面にて記録し確認を行

います。苦情受付担当者による対応で解決できない場合は責任者と申出人との話し

合いによる解決に努めます。 

4. （苦情解決結果検討）当事業所は、個人情報に関するものを除き、苦情についての

検討会を行い再発の防止・サービスの質の向上に努めます。 

 

当事業所で解決できない場合は市区町村や「福岡県国民健康保険団体連合会」へ申し立

てができます。 

福岡市 

城南区福祉・介護保険課 電話 092-833-4105 早良区福祉・介護保険課 電話 092-833-4105 

西 区福祉・介護保険課 電話 092-895-7066 

福岡県国民健康保険団体連合会 介護保険課 電話 092-642-7859 
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第 16条（事故発生時の連絡先、及び対応の方法） 

1. 本サービス提供中に事故が発生した場合には次の連絡先へ連絡いたします。 

ご家族のお名前  

電話番号 
 

備考 
 

2. 本サービス提供中に事故が発生した場合は、ご家族等・市区町村・居宅介護支援事業

所へ連絡いたします。また、事故の解決に向けた対応の実施と再発防止への措置を講

じます。 

 

3. 本サービスの提供により、お客様へ賠償すべき事故が発生した場合、第 18条に基づい

た対応をいたします。 

 

第 17条（緊急時等の連絡先、及び対応の方法） 

1. 本サービス提供中にお客様の容態の急変等があった場合には次の連絡先へ連絡いたし

ます。 

主治医  

電話番号  

 

ご家族のお名前  

電話番号  

 

居宅介護支援事業所  

電話番号  

 

第 18条（損害賠償について） 

1. 当事業所は、お客様に対する本サービスの提供中に、当事業所の責めに帰すべき事由

によりお客様またはそのご家族などの生命、身体及び財産に損害を及ぼした場合に

は、相当範囲内においてその損害を賠償します。ただし、お客様またはそのご家族に

過失がある場合には、当事業所は賠償責任を免除され、または賠償額を減額されるこ

とがあります。 

 

2. お客様またはそのご家族などは、お客様またはそのご家族などの責めに帰すべき事由

により、当事業所の従業者の生命、身体及び財産に損害を及ぼした場合には、相当範

囲内においてその損害賠償を請求される場合があります。 
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第 19条（虐待の防止に関する措置） 

 当事業所は、お客様の人権の擁護、虐待の防止のため、責任者を設置するなどの必要な

体制整備を行うとともに、委員会の開催、指針の整備、従業者に対し、研修を実施する

などの措置を講じます。 

 

第 20条（介護保険法の改正） 

 厚生労働省が定める介護給付費（介護報酬）の改定があった場合、当事業所の料金体系

は、厚生労働省が定める介護給付費（介護報酬）に準拠するものとします。 

 

第 21条（非常災害対策） 

1. 当事業所は、消防法で定める防火責任者を置き、消防計画の作成、当該消防計画に基

づく消火、通報及び避難訓練の実施、消火活動上必要な施設の点検及び整備、火器の

使用または取扱いに関する監督、避難または防火上必要な構造及び設備の維持管理並

びにその他防火管理上必要な業務を行い、火災等非常災害時における対策を常に整備

し、不慮の事態に備えるものとします。 

2. 感染症や非常災害の発生時において業務継続計画（利用者に対するサービスの提供を

継続的に実施するための計画の策定や非常時の体制で早期の業務再開を図る為の計

画）を策定し、必要となる措置を講じることとする。 

 

第 22条（介護予防型通所サービス計画の提出） 

 当事業所は、お客様の居宅サービス計画書を作成している指定居宅介護支援事業所から

介護予防型通所サービス計画の提供の求めがあった際には、当該介護予防型通所サービス

計画を提供することに協力するように努めます。 

 

第 23条（福祉サービス第三者評価の実施状況） 

福祉サービス第三者評価の実施状況はありません。 

 

第 24条（サービス利用にあたっての禁止事項） 

1． 事業者の職員に対して行う暴言・暴力、嫌がらせ、誹謗中傷などの迷惑行為。 

2． パワーハラスメント、セクシャルハラスメントなどの行為。 

3． サービス利用中に職員の写真や動画撮影、録音等を無断でＳＮＳ等に記載すること。 

※ハラスメント行為等により、健全な信頼関係を築くことが出来ないと判断した場合は、

サービス中止や契約を解除することもあります。 

 

 

以上 
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本書面に基づいて、介護予防型通所サービスのサービス内容及び重要事項の説明を行いま

した。 

 

令和   年   月   日 

 

 

説明者氏名                   

 

 

私は、本書面に基づいて、当事業所から重要事項の説明を受け、その説明を受けた内容

について同意の上、交付を受けました。 

 

令和   年   月   日 

 

 

お客様   住所                    

 

      氏名                    

 

ご家族   住所                    

 

      氏名                    

 

代理人（お客様との続柄       ） 

 住所                    

 

      氏名                    


